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泊発電所２号炉の高経年化技術評価の実施内容
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○泊発電所２号炉について

・原子炉設置許可 １９８４年６月

・建設工事開始 １９８４年８月

・営業運転開始 １９９１年４月

・新規制基準への適合性に係る申請 ２０１３年７月（審査中）

 ２０２１年４月に営業運転開始後３０年を迎えることから，「実用発電用原子炉の設置
、運転等に関する規則（第８２条）」に基づき高経年化技術評価を実施した。

 高経年化技術評価は，新規制基準への適合性に係る審査中であることを踏まえ，原
子炉の冷温停止状態が維持されることを前提としたもののみとした。※

※「実用発電用原子炉施設における高経年化対策実施ガイド（平成２９年９月２０日改正）」の“３．１高経年化技術評価の実施及び

見直し”の⑧項に，高経年化技術評価の実施に関して以下のような内容が示されている。

・発電用原子炉の運転を断続的に行うことを前提としたもの及び冷温停止状態が維持されることを前提としたものの各々につい

て行うこと

・運転開始後３０年を経過する日において，実用発電用原子炉及びその附属設備の技術基準に関する規則（平成２５年原子力

規制委員会規則第６号）に定める基準に適合しないものがある場合には，冷温停止状態が維持されることを前提とした評価の

みを行うこと

 ２０２１年４月に営業運転開始後，３０年を迎える。

○評価の前提とする原子炉の運転状態



泊発電所２号炉の高経年化技術評価の実施内容
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 高経年化技術評価を検討するにあたり，これまで実施した先行プラントの高経年化技術評価報
告書を参考にするとともに，現在までの国内外の運転経験について事象･原因を調査し，最新知
見についても高経年化への影響を判断して反映した。

・国内の運転経験
原子力安全推進協会が運営している原子力発電情報公開ライブラリーにおいて公開されて
いる「トラブル情報」，「保全品質情報」を対象。

・国外の運転経験
ＮＲＣ（米国原子力規制委員会；Nuclear Regulatory Commission）のBulletin（通達），
Generic Letter及びInformation Noticeを対象。

・最新知見
原子力安全・保安院文書，原子力規制委員会文書等
国の定める技術基準並びに日本機械学会，日本電気協会及び日本原子力学会等の
規格・基準類
原子力安全基盤機構の高経年化技術情報データベースにおける試験研究の情報 他

○国内外の新たな運転経験及び最新知見の反映



泊発電所２号炉の高経年化技術評価の実施内容

 評価対象機器・構造物

• 原子炉の冷温停止状態が維持されることを前提とした評価であることから，「発電用軽水型
原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針（平成２年８月３０日原子力安全委
員会決定）」のクラス１，２及び３の機能を有するもののうち，原子炉の冷温停止状態の維持
に必要なものとした。

 評価の内容

• 「技術評価」

• 「耐震安全性評価」

 新規制基準の施行に伴い，新たに設置が必要となった浸水防護施設※１及び常設重大事故等対処
設備※２に属する機器・構造物については，新規制基準への適合性審査中であり許認可を受けたも
のはないことから今回の高経年化技術評価の対象としていない。なお，これらに対する高経年化
技術評価（浸水防護施設に対する評価である「耐津波安全性評価」を含む）は，今後実施する原子
炉の運転を断続的に行うことを前提とした高経年化技術評価にて実施する。

 耐震安全性評価における基準地震動は，「実用発電用原子炉施設における高経年化対策実施ガ
イド（平成２９年９月２０日改正）」附則（平成２５年６月１９日）の「２）経過措置①」に従い，「発電用
原子炉施設に関する耐震設計審査指針（平成１８年９月１９日原子力安全委員会決定）」による基
準地震動Ｓｓを用いた。

※１ 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則別表第二において規定される浸水防護施設

※２ 実用発電用原子炉及びその附属設備の位置、構造及び設備の基準に関する規則（平成２５年原子力規制委
員会規則第５号）第４３条第２項に規定される常設重大事故等対処設備

○評価の実施内容

4



泊発電所２号炉の高経年化技術評価の実施内容
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 「実用発電用原子炉施設における高経年化対策実施ガイド（平成２９年９月２０日改正）」に示さ

れる評価期間は以下のとおりである。

・３０年目の高経年化技術評価を原子炉の冷温停止状態が維持されることを前提としたもののみ

とする場合

→プラントの運転を開始した日から４０年間

・３０年目の高経年化技術評価を原子炉の運転を断続的に行うことを前提としたものとする場合

→プラントの運転を開始した日から６０年間

 今回の高経年化技術評価の評価条件

・今回の高経年化技術評価は，原子炉の冷温停止状態が維持されることを前提としたものである。

・また，今後，新規制基準への適合性に係る審査の進捗を受け，原子炉の運転を断続的に行うこと

を前提とした評価を行う。

・このため，今後，原子炉の運転を断続的に行うことを前提とした評価を行うことを踏まえ，原子炉の

冷温停止状態が維持されることを前提とした４０年間の評価条件より運転を断続的に行うことを前

提とした６０年間の評価条件が同等もしくは保守的な場合にはその評価条件を用いることを基本

とし，原子炉の冷温停止状態が維持されることを前提とした４０年間の評価条件の方が厳しい場

合には，冷温停止状態が維持されることを前提とした４０年間の評価条件を用いることとした。

○評価方法



泊発電所２号炉の高経年化技術評価の実施内容

○高経年化技術評価の実施フロー

評価対象機器・構造物の抽出

機器のグループ化及び代表機器の選定

想定される劣化事象の抽出

着目すべき経年劣化事象の抽出

高経年化対応項目の抽出

経年劣化事象の評価

代表機器以外への展開

長期保守管理方針の策定

評価の流れ

「電気・計装品の絶縁低下」
「コンクリートの強度低下及び遮へい能力低下」

「低サイクル疲労」
「高サイクル熱疲労」
「応力腐食割れ」
「中性子照射脆化」
「熱時効」
「中性子照射による靭性低下」
「中性子及びγ線照射脆化」
「摩耗」
「流れ加速型腐食」
「全面腐食」

原子炉の冷温停止状態維持に必要となるもの

6

耐震安全性評価

原子炉の運転を断続的に行う場合の６０年間の評
価条件と冷温停止状態が維持されることを前提と
した４０年間の評価条件の相違を考慮



高経年化技術評価の評価対象，劣化事象の抽出
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 抽出された評価対象機器の使用条件（型式，材料，環境条件等）を考慮し，「日本原子力学会標
準 原子力発電所の高経年化対策実施基準：２００８」附属書A及び「日本原子力学会標準 原子
力発電所の高経年化対策実施基準：２０１８（追補３）」附属書Aの添付資料である「経年劣化メカ
ニズムまとめ表」を参考に経年劣化事象と部位の組み合せを抽出した。

○評価対象機器･構造物の抽出

 「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針」におけるクラス１，２及
び３の機能を有する機器・構造物のうち，冷温停止状態の維持に必要な設備（保安規定で定義
されている原子炉の運転モード５，６＊１で要求される設備及び運転モードに関係なく要求される
設備）を系統図などを基に抽出した。

＊１：原子炉の運転モード５，６ ： １次冷却材温度 ９３℃以下

○機器のグループ化及び代表機器の選定
評価対象として抽出されたものを，「ポンプ」，「熱交換器」などの１５機種＊２に区分した。
１５機種に区分したものを構造（型式等），使用環境（内部流体等），材料等により分類し，グループ
化を行った。

グループ化したものから，重要度，使用条件，運転状態等により代表機器又は構造物を選定した。
→代表機器又は構造物について評価を行い，その結果をグループ内の全ての機器又は構造
物に水平展開した。
＊２ ：「ポンプ」，「熱交換器」，「ポンプ用電動機」，「容器」，「配管」，「弁」，「炉内構造物」，「ケーブル」，「電気設備」，

「タービン設備」，「コンクリート構造物及び鉄骨構造物」，「計測制御設備」，「空調設備」，「機械設備」，「電源設備」

○想定される劣化事象の抽出



技術評価（高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出）
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 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出フローを示す。

想定される経年劣化事象

主要６事象であるか

下記のイ，ロ，ハに該当する劣化事
象を除外

冷温停止状態で劣化の発生，進展
が想定されない事象を除外

高経年化対策上着目すべき経年劣化事象

 「実用発電用原子炉施設における高経年化対策審査ガイド」を参考に，以下に該当するものを除外し高経年化対策上着目すべき経年劣
化事象を抽出した。

イ．想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考えがたい経年劣化事象であって，想定した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っ
ているもの。

ロ．現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向
が極めて小さいと考えられる経年劣化事象。

ハ．冷温停止状態が維持されることを前提とした評価において，現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等に
より，高経年化技術評価時点以降において経年劣化の進展が考えられない経年劣化事象。

主要６事象以外 主要６事象

主要６事象とは，実用発電用原子炉施設における高経年
化対策実施ガイドに規定される以下の事象である。
・低サイクル疲労
・中性子照射脆化
・照射誘起型応力腐食割れ
・２相ステンレス鋼の熱時効
・電気・計装品の絶縁低下
・コンクリートの強度低下及び遮へい能力低下

○高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出

NO

YES



技術評価（高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出）
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 主要６事象以外の経年劣化事象においては，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象として抽
出されたものはなかった。

 主要６事象については，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象として以下の劣化事象が抽出
された。
・『電気・計装品の絶縁低下』
・『コンクリートの強度低下及び遮へい能力低下』

 主要６事象のうち，以下の経年劣化事象については，原子炉の冷温停止状態において劣化の進展
が想定されない経年劣化事象であるため，今回の評価では高経年化対策上着目すべき経年劣化
事象としていない。

・低サイクル疲労・・・・・・・・・・・・評価対象となる機器が温度・圧力等の過渡を受けないため，劣化
の進展が想定されない。

・中性子照射脆化 ・・・・・・・・・・・評価対象である原子炉容器が燃料からの中性子照射を受けない
ため，劣化の進展が想定されない。

・照射誘起型応力腐食割れ・・・ 評価対象となる機器が燃料からの中性子照射を受けないため，劣
化の進展が想定されない。

・２相ステンレス鋼の熱時効・・・評価対象となる機器が一定以上の高温環境とならないため，劣化
の進展が想定されない。

○主要６事象以外の抽出結果

○主要６事象の抽出結果



技術評価（電気・計装品の絶縁低下）
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【評価対象】ポンプ用電動機，
電気ペネトレーション，
ケーブル等

【評価例】低圧ケーブル
（難燃PHケーブル）

試験条件
60年間の通常運転時の使用条件

に基づく劣化条件

通
常
運
転
相
当

温度 140℃－9日
109℃－9日

（＝54℃－60年）

放射線
（集積線量）

500kGy
（7.3kGy/h以下）

67kGy

設
計
基
準
事
故
相
当

放射線
（集積線量）

1,500kGy
（7.3kGy/h以下）

（冷温停止状態では考慮不要）

温度
最高温度：

190℃
（冷温停止状態では考慮不要）

圧力
最高圧力：

0.41MPa[gage]
（冷温停止状態では考慮不要）

難燃PHケーブルの長期健全性試験条件

電気学会推奨案*1に基づく試験手順及び判定方法

加速熱劣化

放射線照射

放射線照射

設計基準事故
蒸気雰囲気暴露

判定

60年相当の加速熱劣化

60年相当の放射線照射

設計基準事故相当の放射線照射

放射線を除く設計基準事故時雰囲気暴露

屈曲浸水耐電圧試験

供試ケーブル

電気学会推奨案*1に基づく評価の結果，運転開
始後60年時点においても絶縁機能を維持できる
と判断する。

健全性評価

系統機器の動作に異常のないこと，又は絶縁抵
抗測定を行い管理値以上であることを確認し，
絶縁低下による機能低下のないことを確認して
いる。

現状保全

絶縁体の絶縁低下により機器の健全性に影響
を与える可能性はないと考える。

総合評価

現状保全項目に高経年化対策の観点から追加
すべきものはないと判断する。

高経年化への対応

*1：電気学会技術報告Ⅱ部第139号「原子力発電所用電線・ケーブルの環境試験方法並びに耐延焼性試験方法に関する推奨案」



１．高経年化対策上着目すべき劣化事象の抽出について
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（１）以下に示す経年劣化事象については，下表に示す理由により，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象で
はないと判断した。

○アルカリ骨材反応及び凍結融解による強度低下
今後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経年劣化事象。

要 因 説 明

アルカリ骨材反応

使用している骨材については，反応性試験を実施し，反応性骨材ではないことを確認している。
なお，定期的に目視点検を行っており，アルカリ骨材反応に起因すると判断されるひび割れ等は認められて
いない。

凍結融解

（社）日本建築学会「建築工事標準仕様書・同解説 JASS5 鉄筋コンクリート工事」（2018）に示される凍害危
険度の分布図によると泊２号炉の周辺地域の凍害の予想程度は「軽微」である。また，使用しているコンク
リートについては，凍結融解作用に対する抵抗性を確保するために有効な空気量を満足している。
なお，定期的に目視点検を行っており，凍結融解に起因すると判断されるひび割れ等は認められていない。

高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断した理由

技術評価（コンクリートの強度低下及び遮へい能力低下）

（２）以下に示す経年劣化事象については，原子炉の冷温停止状態が維持されることを前提とした場合，劣化の進
展が考えられない経年劣化事象である。したがって，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。

○熱及び放射線による強度低下
○熱による遮へい能力低下

【評価対象構造物】外部しゃへい建屋，内部コンクリート，原子炉格納施設の基礎，周辺補機棟及び燃料取扱棟，

原子炉補助建屋，取水構造物，燃料油貯油槽タンク室，燃料取替用水タンク建屋



健全性評価
60年の供用を想定して，高経年化対策上着目すべき劣化事象である中性化，塩分浸透及び
機械振動について評価した。評価結果を下表に示す。

健全性評価結果

現状保全

○定期的にコンクリート表面のひび割れ，塗装の劣化等の目視確認を実施している。
なお，コンクリートの強度低下及び遮へい能力低下に影響を与えるひび割れがないことを確認している。
○必要に応じて塗装の塗り替え等の補修を実施している。
○非破壊試験等を実施し，強度に急激な劣化が生じていないことを確認している。

総合評価
コンクリート構造物の強度低下及び遮へい能力低下が急激に発生する可能性は小さい。
また，保全内容も適切である。

高経年化への対応

現状保全項目に高経年化対策の観点から追加すべきものはないと判断する。 12

２．健全性評価，現状保全，総合評価及び高経年化への対応

技術評価（コンクリートの強度低下及び遮へい能力低下）

要 因 説 明

中性化 運転開始後60年時点の中性化深さは，鉄筋が腐食し始めるときの中性化深さを下回っている。

塩分浸透
運転開始後60年時点の鉄筋の腐食減量は，かぶりコンクリートにひび割れが発生する時点の鉄筋の腐
食減量を下回っている。

機械振動

大きな振動を受けるディーゼル発電機基礎の機器支持部表面に，これまでひび割れ等の異常は確認さ
れていない。機械振動により受ける応力は，表面部の方が内部より大きくなるためコンクリートにひび割
れが発生する場合は表面から発生する可能性が高い。したがって，定期的にひび割れ等の目視確認を
実施することで健全性が維持できる。



技術評価（原子炉の冷温停止状態を維持する場合に条件が厳しくなる事象）
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○抽出方法

○抽出結果

 原子炉の運転状態によって使用条件（運転時間，使用温度・圧力，流量等），環境（放射線照射
等）が異なる機器を抽出

 抽出した機器について，想定される経年劣化事象の進展要因が原子炉の冷温停止状態を維持
する方が厳しくなる経年劣化事象を抽出

 余熱除去ポンプ用電動機の固定子コイルの絶縁低下

 余熱除去系統等の流量制御弁のエロージョン

○評価結果

 原子炉の冷温停止状態に応じた保全を行うことで，機器の機能が維持できると評価した。
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耐震安全性評価

○耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出

想定される経年劣化事象

現在発生しているか
又は将来にわたって

起こることが否定できない

振動応答特性上
又は構造・強度上の

影響が有意（無視できない）

耐震安全上考慮する必要のある
経年劣化事象

YES

YES

NO

NO

耐震安全性評価対象外

今後も経年劣化の進展が考えられない
又は進展傾向が極めて小さい

YES

NO

 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出フローを示す。



耐震安全性評価

○耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出結果

 冷温停止状態で発生・進展しない経年劣化事象（既に発生している経年劣化事象）

・低サイクル疲労（ポンプ，熱交換器，容器，配管 等）

・高サイクル熱疲労（配管）

・中性子照射脆化（容器）

・熱時効（ポンプ，配管）

・中性子照射による靭性低下（炉内構造物）

・中性子及びγ線照射脆化（機械設備）

・摩耗（炉内構造物，機械設備）

・流れ加速型腐食（配管）

 冷温停止状態で発生・進展の可能性がある経年劣化事象

・応力腐食割れ（機械設備）

・流れ加速型腐食（熱交換器，配管，電源設備 等）

・全面腐食（機械設備）

15

 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象として以下の劣化事象が抽出された。



耐震安全性評価

○耐震安全性評価の評価期間

 原子炉の冷温停止状態が維持されることを前提とし，４０年間の劣化を想定する必要がある。

 原子炉の運転を断続的に行うことを前提とした６０年間の評価条件の方が同等もしくは保守的となる場合は，
その条件とした。

 なお，抽出された耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象で，原子炉の冷温停止状態を維持すること
を前提とした４０年間の評価条件の方が厳しいものは抽出されなかった。

16

 冷温停止状態で発生・進展しない経年劣化事象（既に発生している経年劣化事象）

 冷温停止状態を維持する場合には発生・進展しないため，現時点の劣化を想定する必要がある。

 保守的に，原子炉の運転を断続的に行うことを前提とした６０年間の劣化を仮定して評価を行った。

 冷温停止状態で発生・進展の可能性がある経年劣化事象

耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 想定が必要な期間及び劣化評価期間

冷温停止状態で発生・進展しない経年劣化事象
想定が必要な期間 至近のプラント停止時（2011/8）

劣化評価期間 運転開始後６０年まで（2051/4）

冷温停止状態で発生・進展の可能性がある経年劣化事象
想定が必要な期間 運転開始後４０年まで（2031/4）

劣化評価期間 運転開始後６０年まで（2051/4）

耐震安全性劣化評価期間



耐震安全性評価
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○耐震安全性評価に用いる評価用地震力

 評価には，基準地震動Ｓｓ※１及び建設時の基準地震動Ｓ１
※２を用いた。

 また，機器の耐震重要度に応じて評価用地震力を選定した。

耐震重要度 評価用地震力

Ｓクラス

（旧Ａｓクラス及びＡクラス）

基準地震動Ｓｓにより定まる地震力

基準地震動Ｓ１により定まる地震力とＳクラスの機器に適用される静的
地震力の大きい方

Ｂクラス Ｂクラスの機器に適用される静的地震力※３

Ｃクラス Ｃクラスの機器に適用される静的地震力

※３ 支持構造物の振動と共振のおそれがあるものについては，基準地震動Ｓ１により定まる地震力の１／２についても考慮

※１ 発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針（平成１８年９月１９日）により策定した基準地震動Ｓｓ（最大加速度
５５０Ｇａｌ）

※２ 最大加速度 ２２６Ｇａｌ



耐震安全性評価
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経年劣化事象 評価の概要

低サイクル疲労
（ポンプ，熱交換器，容器，配管 等）

推定過渡回数を考慮した疲労累積係数と，地震時の疲労累積係数の合計値が許容値１以下となることを確認

高サイクル熱疲労
（配管）

想定亀裂に対し，地震時の当該部位における発生応力を算出し，亀裂安定限界応力を超えないことを確認
応力腐食割れ
（機械設備）

中性子照射脆化
（容器）

想定欠陥に対し，当該部位における地震時の応力拡大係数を算出し，中性子照射を受けた材料の破壊靭性値
を下回ることを確認

熱時効
（ポンプ，配管）

想定亀裂に対し，当該部位における地震時の亀裂進展力を算出し，熱時効を考慮した材料の亀裂進展抵抗との
交点において，亀裂進展抵抗の傾きが亀裂進展力の傾きを上回っていることを確認

中性子照射による靭性低下
（炉内構造物） 想定欠陥に対し，地震時の当該部位における応力拡大係数を算出し，照射を受けた材料の破壊靭性値を下回

ることを確認中性子及びγ線照射脆化
（機械設備）

摩耗
（炉内構造物，機械設備）

発生する可能性のある摩耗量を仮定して，当該部位における地震時の発生応力を算出し，許容応力を超えない
ことを確認

流れ加速型腐食
（熱交換器，配管，電源設備 等） 保全活動の範囲内で発生する可能性のある減肉を仮定して，地震時の発生応力を算出し，許容応力を超えない

こと，又は疲労累積係数が許容値１以下となることを確認全面腐食
（機械設備）

○耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象に対する評価結果の概要を示す。

○耐震安全上考慮する必要のある経年劣化状況を考慮した耐震評価を行い，耐震安全性に問題ないことを確認した。
耐震安全性の観点から，現状の保全策に追加すべき項目は抽出されなかった。
耐震安全性評価の評価例として，流れ加速型腐食（配管）の評価結果を次項に示す。

※JEAG4601「原子力発電所耐震設計技術指針」等に準じて評価を実施

耐震安全性評価の概要一覧※



エルボ部，レジューサ部，オリフィス等の
偏流発生部位及びその下流を減肉の対
象部位とし，周方向及び軸方向一様に必
要最小肉厚まで減肉したと仮定し，地震
時の発生応力を算出し許容値を超えるこ
とはなく，配管の流れ加速型腐食は，耐震
安全性評価上問題ないことを確認した。

耐震安全性評価

耐震安全性評価－流れ加速型腐食（配管）の評価例

19

：減肉想定箇所

減肉想定のイメージ

配管断面

必要最小肉厚

元の肉厚

実測肉厚

※1：Sｓ及びS1地震力のうち，Ss地震力による評価結果を例示。なお，S1地震力による
評価においても許容値を満足していることを確認している。

※2：一次＋二次応力が許容応力を超えるため，JEAG4601「原子力発電所耐震設計
技術指針」に従い疲労評価を行い，許容値（１以下）を満足していることを確認し
ている。

※3：耐震重要度Ｃクラスの静的地震力を用いて発生応力を算出している。

流れ加速型腐食（配管）の耐震安全性評価結果

評価対象
応力比(発生応力／許容応力)※1

一次 一次＋二次

主蒸気系統配管 0.90
1.15※2

（疲労累積係数：0.506）

主給水系統配管 0.48 0.71

補助蒸気系統配管 0.74※3

蒸気発生器ﾌﾞﾛｰﾀﾞｳﾝ
系統配管

0.26 0.89

社内規程「泊発電所配管肉厚管理要則」
に基づき，超音波を用いた肉厚測定を実
施し，必要最小肉厚以上となるよう減肉管
理を行っており，今後も機能の維持が可
能であることを確認している。

現状保全

耐震安全性の観点から，現状の保全策に
追加すべき項目は抽出されなかった。

高経年化への対応



まとめ
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健全性評価

・傾向管理データによる評価
・最新の技術的知見に基づいた評価
・解析等の定量的評価 など

現状保全

・点検内容（手法，範囲，頻度）
・関連する機能試験内容
・点検･補修

総合評価

○営業運転開始以来，３０年を迎える泊発電所２号炉のプラントを構成する機器・
構造物について，高経年化対策に関する評価を実施した。
○冷温停止状態維持を前提とした機器・構造物については，冷温停止状態において
現状の保全を継続していくことにより，プラントを健全に維持することは可能との見通
しを得た。

高経年化への対応

高経年化技術評価の結果から，現状の保全策に追加すべき項目は抽出されなかった。



まとめ
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今回実施した高経年化技術評価は，現在の最新知見に基づき実施したものであるが，
今後以下に示すような運転経験や最新知見等を踏まえ，必要に応じ高経年化技術評価
として再評価及び変更を実施していく。また，新規制基準の適合性審査状況を踏まえ，
適切な時期に発電用原子炉の運転を断続的に行うことを前提とした評価を行う。

・材料劣化に係る安全基盤研究の成果
・これまで想定していなかった部位等における経年劣化事象が原因と考えられる
国内外の事故・トラブル
・関係法令の制定及び改廃
・原子力規制委員会からの指示
・材料劣化に係る規格・基準類の制定及び改廃
・発電用原子炉の運転期間の変更
・発電用原子炉の定格熱出力の変更
・発電用原子炉の設備利用率（実績）から算出した原子炉容器の中性子照射量
・点検・補修・取替の実績

当社は，高経年化対策に関するこれらの活動を通じて，今後とも原子力プラントの
安全・安定運転に努めるとともに，安全性・信頼性のなお一層の向上に取り組んで
いく所存である。
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参考１

（泊発電所２号炉の概要と保全実績）



泊発電所２号炉の概要
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○泊発電所２号炉の主要仕様

・電気出力 約579MW

・原子炉型式 加圧水型軽水炉

・原子炉熱出力 約1,650MW

・燃料 低濃縮ウラン
(燃料集合体121体)

・減速材 軽水

・タービン 串型3車室
4分流排気再熱再生式 泊発電所の全景

泊発電所の位置

1号炉

3号炉

2号炉



泊発電所２号炉運転状況の推移（１／２）
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○発電電力量・設備利用率の年度推移

過去約30年間を遡った時点までの発電電力量・設備利用率の推移を見ると，供用期間の

長期化に伴い，発電電力量・設備利用率が低下する明確な傾向は認められない。

泊発電所２号炉 発電電力量・設備利用率の年度推移
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○計画外停止回数の年度推移

過去約30年間を遡った時点までの計画外停止（手動停止及び自動停止）件数の推移を見る

と，供用期間の長期化に伴い，計画外停止件数が増加する明確な傾向は認められない。

泊発電所２号炉 計画外停止回数の年度推移

再生熱交換器か
らの１次冷却水の
漏えいに伴う原子
炉手動停止



運転開始以降に実施した主な改善
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○主要機器更新状況・改善の状況

泊発電所２号炉において，発電所の安全性・信頼性を向上させるために実施した最近の

主な改善としては，以下に示すものがある。

泊発電所２号炉 安全性・信頼性向上のための主な改善

工事名 実施時期 内 容

蒸気発生器１次冷却材入
口管台セーフエンド取替

第１３回定期検査時
（２００８年度）

蒸気発生器１次冷却材入口管台の６００系ニッケル基合金溶接部の応力腐食割れによる損
傷事象を踏まえ，予防保全として当該セーフエンドを取替えて溶接部を応力腐食割れの感受
性が低い６９０系ニッケル基合金に変更した。

原子炉容器上部ふた取替 第１４回定期検査時
（２００９年度）

国内外における６００系ニッケル基合金製原子炉容器上部ふた管台部の応力腐食割れによ
る損傷事象を踏まえ，予防保全として，ふた管台及び溶接部の材料を応力腐食割れの感受
性が低い６９０系ニッケル基合金へ変更した原子炉容器上部ふたに取替えた。

加圧器サージ管台セーフ
エンド取替

第１４回定期検査時
（２００９年度）

国内外ＰＷＲプラントにおける応力腐食割れ事象を踏まえ，予防保全として当該セーフエンド
を取替えて溶接部を応力腐食割れの感受性が低い６９０系ニッケル基合金に変更した。

原子炉容器出入口管台溶
接部等のウォータージェッ
トピーニング

第１６回定期検査時
（２０１１年度～）

国内外ＰＷＲプラントにおける応力腐食割れ事象を踏まえ，予防保全として溶接部表面の残
留応力を低減させるため，６００系ニッケル基合金が使用されている，原子炉容器出入口管
台溶接部等についてウォータージェットピーニング（応力緩和）を実施した。



27泊発電所２号炉の安全性・信頼性向上のための主な改善状況

加圧器サージ管台セーフエンド取替
第１４回定期検査時（２００９年度）

原子炉容器上部ふた取替
第１４回定期検査時（２００９年度）

原子炉容器出入口管台溶接部等の
ウォータージェットピーニング

第１６回定期検査時（２０１１年度～）

蒸気発生器1次冷却材入口管台
セーフエンド取替

第１３回定期検査時（２００８年度）

原子炉容器

加圧器

1次冷却材ポンプ

蒸気発生器

復水器

循環水ポンプ

主給水ポンプ

発電機タービン

海水

← 水

蒸気 →

主変圧器

運転開始以降に実施した主な改善



高経年化技術評価の実施体制
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○評価の実施に係る組織

原子力部長を総括責任者として，原子力事業統括部の組織で評価の実施に係る役割
を設定。

評価の実施に係る組織

実施手順の確認箇所
・実施計画書及び実施手順書の審査
・実施手順確認

原子力安全・品質保証ＧＬ 原子力部長

高経年化対策検討の総括責任者
機械・電気設備の統括責任者
・実施計画書及び実施手順書の承認

・高経年化技術評価書及び長期保守
管理方針の承認

原子力土木部長

土木・建築設備の統括責任者
・実施計画書及び実施手順書の審査
・高経年化技術評価書及び長期保守

管理方針の審査

原子力設備ＧＬ(ﾚﾋﾞｭｰ)

・高経年化技術評価書及び長期保守
管理方針のレビュー

原子力設備ＧＬ(評価)

高経年化対策検討の取りまとめ
・実施計画書及び実施手順書の作成
・最新知見の収集・整理

・機械・電気設備の評価の実施
・高経年化技術評価書及び長期保守
管理方針の作成

・国の審査対応
・原子力発電安全委員会への付議

原子力土木第１ＧＬ
原子力土木第２ＧＬ （評価）
原子力建築ＧＬ

・最新知見の収集・整理
・土木・建築設備の評価の実施
・高経年化技術評価書及び長期保守

管理方針の作成
・国の審査対応

原子力土木第１ＧＬ
原子力土木第２ＧＬ （ﾚﾋﾞｭｰ）
原子力建築ＧＬ

・高経年化技術評価書及び長期保守
管理方針のレビュー

保全計画課（発電所窓口）
評価実施ＧＬは，必要により以下の業務等を依頼する。

・機器・保全データ提供
・特別点検データ提供
（運転延長申請を伴う評価を行う場合）

・高経年化技術評価書作成に係る照会事項に対する回答等
・高経年化技術評価書案及び長期保守管理方針の発電所確認

原子力事業統括部

泊発電所

原子炉施設の保安に関する事項
の審議及び確認
・高経年化対策検討マニュアル

の制定及び改正について審議
・高経年化技術評価書及び長期
保守管理方針の審議

原子力発電安全委員会



２０１５ ２０１６ ２０１７ ２０１８ ２０１９ ２０２０ ２０２１

高経年化対策検討実施計画書
実施手順書の策定及び改正

高経年化技術評価書作成

高経年化技術評価書等レビュー

実施手順の確認

原子力発電安全委員会（審議）

保安規定変更認可申請

高経年化技術評価実施工程

29

○工程管理
「実用発電用原子炉施設における高経年化対策実施ガイド」等に基づき，運転開始後２８年９ヶ月を経過する日から
３ヶ月以内に国へ保安規定変更認可申請を行うべく工程管理を実施。

・２０１５年４月２４日に実施計画書及び実施手順書を策定し，高経年化技術評価を開始
・２０２０年２月１８日に評価者以外による技術的な内容の妥当性確認を完了
・２０２０年２月２６日に原子力安全・品質保証グループによるプロセス確認のための内部監査を完了
・２０２０年３月２日に原子力発電安全委員会において評価書の審議を実施し確認
・２０２０年３月４日に総括責任者である原子力部長が承認

実 施 工 程

▼
策定

▼
改正

▼
改正

▼

▼

▼

▼

▼
30年経過申請期間

項 目

年 度

▼
改正

▼
改正
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参考２

（泊発電所１号炉との比較）



泊発電所１号炉との比較 （ １／１２）
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共通
項目 １号炉 ２号炉 備考

1 建設経緯

原子炉設置許可 １９８４年６月 同左

建設工事開始 １９８４年８月 同左

営業運転開始 １９８９年６月 １９９１年４月

2 新規制基準適合性に係る申請 ２０１３年７月申請 同左 審査中

3
評価の前提とする原子炉の運転
状態

原子炉の冷温停止状態の維持 同左

4 運転経験及び最新知見の反映
以下について反映。
●国内外のトラブル情報等
●国の技術基準及び民間規格等

同左

２号炉の技術評価に反映が必要と
なった新たな最新知見は以下のとお
り。

●日本原子力学会 原子力発電所の
高経年化対策実施基準：２０１８（追
補３）

●ＮＲＡ技術報告 中性子照射がコン
クリートの強度に及ぼす影響
（NTEC-2019-1001）

5 評価対象機器・構造物の抽出

発電用軽水型原子炉施設の安全機
能の重要度分類に関する審査指針
（平成２年８月３０日原子力安全委員
会決定）のクラス１，２及び３の機能を
有する機器・構造物のうち冷温停止
状態の維持に必要なものを抽出。

同左

１・２号炉で共用する機器・構造物は，
建設時の工事計画を踏まえ該当号炉
に振り分けている。
＜１号炉の例＞
●水素再結合装置
●ガス減衰タンク（A～D）
●良水質廃液蒸発装置
●低水質廃液蒸発装置（A）
●アスファルト固化装置
●放射性廃棄物処理建屋
＜２号炉の例＞
●ガス減衰タンク（E～F）
●低水質廃液蒸発装置（B）



泊発電所１号炉との比較 （ ２／１２）
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共通
項目 １号炉 ２号炉 備考

6
新規制基準により新たに必要と
なる設備（浸水防護施設・常設
重大事故等対処設備）

新規制基準適合性の審査中であり，
原子炉の冷温停止状態が維持される
ことを前提とした評価のみを行うこと
から，浸水防護施設及び常設重大事
故等対処設備に属する機器・構造物
は評価の対象外。

同左

7 評価期間
プラントの運転を開始した日から４０
年間。

同左

8 評価条件

原子炉の冷温停止状態が維持される
ことを前提とした４０年間の評価条件
より運転を断続的に行うことを前提と
した６０年間の評価条件が同等もしく
は保守的な場合にはその評価条件を
用いることを基本とし，原子炉の冷温
停止状態が維持されることを前提とし
た４０年間の評価条件の方が厳しい
場合には，冷温状態が維持されるこ
とを前提とした４０年間の評価条件と
する。

同左

評価条件のうち，プラントの運転履歴
等に応じて個々に設定する評価条件
には相違がある。

個々に設定する評価条件の例
●過渡回数（温度・圧力変化）
●放射線の照射量
●機器の材料成分
●機器に加わる外荷重

9
耐震安全性評価に用いる地震
動

発電用原子炉施設に関する耐震設
計審査指針（平成１８年９月１９日原
子力安全委員会決定）により策定し
た基準地震動Ｓｓ及び建設時の基準
地震動Ｓ１を用いる。

同左
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共通
項目 １号炉 ２号炉 備考

10
機器のグループ化及び代表機
器の選定

評価対象機器・構造物をポンプ，熱
交換器，容器等の１５機種に分類。さ
らに構造，使用環境，材料等によりグ
ループ化。グループ化した対象機器
から重要度，使用条件，運転状態等
により各グループの代表機器を選定
して評価。

同左

11
想定される経年劣化事象及び
高経年化対策上着目すべき経
年劣化事象の抽出

評価対象機器・構造物の使用条件を
考慮し，日本原子力学会「原子力発
電所の高経年化対策実施基準（附属
書Ａ）」に基づき「経年劣化メカニズム
まとめ表」を参考に経年劣化事象と部
位の組み合わせを抽出。

経年劣化事象と部位の組み合わせ
のうち，主要６事象に該当するものに
ついて，原子炉の冷温停止状態が維
持される場合には進展が想定されな
いものを除外し，高経年化対策上着
目すべき経年劣化事象を抽出。

また，経年劣化事象と部位の組み合
わせのうち，主要６事象以外であって
高経年化対策上着目すべき経年劣
化事象にあたらないものは除外。

同左

１号炉では，「原子力発電所の高経
年化対策実施基準：２００８」版及び
「原子力発電所の高経年化対策実施
基準：２０１５（追補３）」版の経年劣化
メカニズムまとめ表を参考とした。

２号炉では，「原子力発電所の高経
年化対策実施基準：２００８」版及び
「原子力発電所の高経年化対策実施
基準：２０１８（追補３）」版の経年劣化
メカニズムまとめ表を参考とした。
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共通
項目 １号炉 ２号炉 備考

12
高経年化対策上着目すべき
経年劣化事象

①電気・計装品の絶縁低下

②コンクリートの強度低下及び遮へ
い能力低下

同左

13
主要６事象のうち原子炉の冷
温停止状態において劣化の
進展が想定されない事象

①低サイクル疲労
②中性子照射脆化
③照射誘起型応力腐食割れ
④２相ステンレス鋼の熱時効

同左
①～④高経年化対策上着目すべき
事象ではないが，耐震安全性評価に
用いるため技術評価を行った。

14
原子炉の冷温停止を維持す
る場合に条件が厳しくなる事
象

①余熱除去ポンプ用電動機の固定
子コイルの絶縁低下

②余熱除去系統等の流量制御弁の
エロージョン

同左

①高経年化対策上着目すべき経年
劣化事象

②高経年化対策上着目すべき経年
劣化事象ではない事象（日常劣化
管理事象）

15
耐震安全上考慮する必要の
ある経年劣化事象の抽出

想定される経年劣化事象のうち，現
在発生しているか又は将来にわたっ
て起こることが否定できないもので
あって，振動応答特性上又は構造・
強度の影響が有意な事象を抽出。

同左

16
耐震安全上考慮する必要の
ある経年劣化事象

①低サイクル疲労
②中性子照射脆化
③熱時効
④流れ加速型腐食
⑤高サイクル熱疲労割れ
⑥摩耗
⑦中性子照射による靭性低下
⑧中性子及びγ線照射脆化
⑨全面腐食
⑩応力腐食割れ

同左
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共通
項目 １号炉 ２号炉 備考

17 評価結果

冷温停止状態において現状の保全を
継続していくことにより，プラントを健
全に維持することは可能。現状の保
全策に追加すべき項目は抽出されな
かった。

同左

18 長期保守管理方針の策定
長期保守管理方針は「高経年化対策
の観点から充実すべき保守管理の項
目はなし」とした。

同左

19 総合評価
現状の保全を継続していくことにより，
安全に冷温停止状態を維持すること
が可能である。

同左



泊発電所１号炉との比較 （ ６／１２）
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低サイクル疲労
項目 １号炉 ２号炉 備考

1 評価方法
過渡条件（温度・圧力過渡変化，発生
回数）から疲労累積係数の総和を求
め，その値が１を下回るかを確認。

同左

2 評価結果
疲労累積係数の総和が１を下回るこ
とを確認。

同左

3 現状保全
定期的な非破壊検査等により健全性
を確認。

同左

4 総合評価

低サイクル疲労割れ発生の可能性は
ない。

また，本事象は冷温停止状態では進
展しない。

同左
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中性子照射脆化
項目 １号炉 ２号炉 備考

1 評価方法

関連温度の上昇や上部棚吸収エネ
ルギーの低下評価等により，中性子
照射脆化により健全性を損なうことが
ないかを確認。

同左

2 評価結果

初期亀裂を想定しても脆性破壊は起
こらないとの評価結果から，関連温度
の上昇は問題にならないことを確認。

上部棚吸収エネルギーが規格要求を
満足するとの評価から，上部棚吸収
エネルギーの低下は問題にならない
ことを確認。

同左

3 現状保全

原子炉容器について，定期的な非破
壊検査等により有意な欠陥がないこ
とを確認。

計画的な監視試験により，破壊靭性
の変化の傾向を把握。

同左

4 総合評価

中性子照射脆化が機器の健全性に
影響を与える可能性はない。

また，本事象は冷温停止状態では進
展しない。

同左
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照射誘起型応力腐食割れ
項目 １号炉 ２号炉 備考

1 評価方法
照射誘起型応力腐食割れによる損傷
予測から，機器の健全性に与える影
響を確認。

同左

2 評価結果
機器の健全性に影響を与える可能性
が小さいことを確認。

同左

3 現状保全
可視範囲について，定期的に水中テ
レビカメラによる目視確認を実施し，
異常がないことを確認。

同左

4 総合評価

照射誘起型応力腐食割れが機器の健
全性に影響を与える可能性は小さい。
また，本事象は冷温停止状態で進展
しない。

同左
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２相ステンレス鋼の熱時効
項目 １号炉 ２号炉 備考

1 評価方法

亀裂進展抵抗と亀裂進展力の比較を

行い，不安定破壊することがないか

を確認。

同左

2 評価結果

亀裂進展抵抗と亀裂進展力の交点に
おいて，亀裂進展抵抗の傾きが亀裂
進展力の傾きを上回ることから，不
安定破壊することがないことを確認。

同左

3 現状保全
定期的な非破壊検査等により健全性
を確認。

同左

4 総合評価

構造健全性維持の観点で，熱時効が
問題となる可能性はない。
また，本事象は冷温停止状態では進
展しない。

同左
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電気・計装品の絶縁低下
項目 １号炉 ２号炉 備考

1 評価方法

規格に定められる評価方法等により，
絶縁機能が維持されるかを確認。

なお，余熱除去ポンプ用電動機の固
定子コイルの絶縁低下に対しては，
冷温停止状態が維持される場合の評
価条件を考慮。

同左

2 評価結果
運転期間６０年を想定すると絶縁低
下の可能性が否定できない機器があ
ることを確認。

同左

3 現状保全

定期的に絶縁抵抗測定等を行い，絶
縁低下による機能低下がないかを確
認。絶縁抵抗測定等から必要に応じ
取替えを計画。

同左

4 総合評価
絶縁低下の可能性が否定できない機
器が一部あるが，現状保全を継続す
ることで健全性の維持は可能。

同左
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コンクリートの強度低下及び遮へい能力低下
項目 １号炉 ２号炉 備考

1 評価方法

アルカリ骨材反応及び凍結融解につ
いては高経年化対策上着目すべき経
年劣化事象ではない事象と判断。

以下の劣化事象に対する長期健全
性を評価。
●熱による強度低下
●放射線照射による強度低下
●中性化による強度低下
●塩分浸透による強度低下
●機械振動による強度低下
●熱による遮へい能力低下

同左

2 評価結果
各劣化事象が長期健全性評価上問題
とならないことを確認。

同左

２号炉の中性子照射によるコンクリー
トの強度低下については，ＮＲＡ技術
報告「中性子照射がコンクリートの強
度に及ぼす影響」を評価に反映。

3 現状保全

定期的に目視点検を実施。
コンクリートの強度低下及び遮へい
能力低下に影響を与えるひび割れが
無いことを確認。
必要に応じて補修を実施。
非破壊試験等を実施し，強度に急激
な劣化が生じていないことを確認。

同左

4 総合評価

現状保全を継続することにより，コ
ンクリートの健全性の維持が可能。
なお，劣化事象のうち，熱及び放射
線照射による強度低下並びに熱によ
る遮へい能力低下は，冷温停止状態
では進展しない。

同左



泊発電所１号炉との比較 （１２／１２）

42

耐震安全評価
項目 １号炉 ２号炉 備考

1 評価方法

耐震安全性上考慮する必要のある経
年劣化事象の進展を想定し，規格に
定められる評価方法等により耐震性
が維持されるかを確認。

同左

2 評価結果
耐震安全性上考慮する必要のある経
年劣化事象に対し，耐震性が維持さ
れることを確認。

同左

3 現状保全
定期的な非破壊検査等により健全性
を確認。

同左

4 総合評価
経年劣化事象を考慮した場合であっ
ても耐震安全性に問題ないことを確
認。

同左


